
１．課題分析 

人口の状況、土地利用、公共交通、都市機能、経済動向、災害リスクの 6つの視点で本市の課題等につ

いて分析を実施（下記に抜粋版を記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．立地適正化計画とは 

 都市再生特別措置法に基づき、人口減少社会において将来都市像を描き公共施設のみならず住宅及び

医療・福祉・商業等の施設も対象としてその誘導を図るための制度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）立地適正化計画の区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）立地適正化計画で定めること 

    立地適正化計画の区域・立地の適正化に関する基本的な方針・居住誘導区域・都市機能誘導区域・

誘導施設・誘導するための市が講ずべき施策 

  ●居住誘導区域とは？ 

    人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度 

   を維持することにより，生活サービスや地域コミュニティ 

   が持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域。 

   区域の検討においては，土地利用状況，交通，災害リスク 

   及び将来見通しを勘案し，利便性の高い区域を設定 

  ●都市機能誘導区域とは？ 

    居住誘導区域内に設定されるものであり，医療・福祉・ 

   商業・子育て等などの機能を各拠点誘導・集約することにより，各種サービスの効率的な提供が 

図られる区域。区域の検討においては，都市機能の集積状況や公共交通の利便性等を勘案する。 

  ●誘導施設とは？ 

    都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設を設定するものであり，具体の市

日計画のある施設や施設の充足状況や配置を勘案して設定。 

 （３）コンパクトシティ化の効果 

   人口密度の維持により，商業施設等の都市機能の維持，ホームヘルパーの移動負担軽減によるサ

ービス提供量の効率化・雇用対策，住民の災害リスクの低減，各種行政サービスの効率化等   

大きな社会情勢の中で，将来に渡り持続的な都市経営を可能とするまちづくりの考え方として 

コンパクトシティ＋ネットワーク 
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H22 国勢調査 28,644人 

高齢化率 32.8％ 

 

H52社人研推計 17,109人 

高齢化率 46.1％ 

（DID地区の推移等についても分析） 

 

H22 H52 

H52 商業施設の徒歩圏域内へ居住する人口

が減少するなど、将来的に住民生活に必

須である生活利便施設の維持が困難と

なる恐れがある。 

（医療・福祉・子育て支援等についても

同様の分析） 

鉄道・路線バス等の公共交通機関の利用者

数は減少傾向，また車の運転が困難となる

高齢者が更に増加する中で，必要な公共交

通をどのように存続させるか、公共交通空

白地をどうするか等の課題がある。 

（公共交通利用圏域内の居住人口も分析） 

中心市街地の地価の低迷や小売店の売上減少，市財政

へ占める民生費の割合増等，大きな社会情勢の変化が

地域経済活動や市財政へ大きな影響を及ぼしている。 

本市は狭い平野部に山地が隣接してい

ることから，市街地縁辺部に土砂災害

のリスクが高い区域が広い範囲で指定  

されり、災害リスクの高い区域

に多くの住民が生活している。 

（その他浸水想定区域等も分析）   
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竹原市の都市構造上の課題及び立地適正化計画制度の概要について（前回までのおさらい） 

竹原都市計画区域（竹原市全域）＝立地適正化計画区域 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

都市計画区域全体を立地適正化計画の

区域とすることが基本となり、今後の将

来人口減少を見据えて人口密度を維持

していくことを目標とすることから、土

地利用のゾーニングを示した用途地域

内に居住誘導区域・都市機能誘導区域が

包含されていなければならない。 

用途地域 居住誘導区域 

都市機能誘導区域 
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